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◼ 現状の評価 

  

世界保健機関（WHO）の緊急委員会は、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が中国の全ての省から

計 7,711 例（うち重症例 1,370、18%、死亡 170 例、2％）であること、中国以外の 18 か国、計 83例

に拡大していることなどの状況から（1 月 30 日時点）、１月 31 日未明（日本時間）、「国際的に懸念さ

れる公衆衛生上の緊急事態（PHEIC: Public Health Emergency of International Concern）」に該当する

と発表した 1)。 

 

中国の武漢市において検知された新型コロナウイルス感染症は限定的な疫学情報が蓄積されつつあ

る。WHO によると潜伏期間は 2-12.5 日２) と報告されている、中国国外でもヒト-ヒト感染例が報告

されている。症状は軽症から重症まで幅広い。2月４日時点で、中国国内で報告されている症例は武漢

市で 6,384 例うち死亡数 313 例(4.9%)、及び中国(武漢市を除く)14,136 例うち死亡数 113 例(0.8％）

であり、武漢市において高い死亡割合となっている３)。武漢市のある湖北省以外の 30省市からも新型

コロナウイルス感染症症例が報告されているが 4)、武漢市以外の中国の都市における市中感染発生に

関する情報は得られていない。世界全体の報告数はWHO によると中国国外で 23 ヶ国から 159 例（死

亡 1例含む）である 4)。 

 

国内対応を決める上で詳細な感染伝播様式や感染可能期間は重要な情報であるが、現時点では十分

な知見が得られていない。WHO は 2 月 1 日時点で、主な感染伝播は有症者の咳やくしゃみを介して

であり、無症状者からの伝播が報告 5)されているものの主要な経路ではないとしている 6)。咳エチケッ

トや手指衛生など、基本的な感染対策で予防に努めることが重要である。 

 

武漢市における院内感染について、１月 21日に、WHO 西太平洋地域事務局が医療関係者における

感染に初めて言及し、報告症例の中に医療関係者が含まれていること 7)も論文には記載があるが、感

染伝播の様式についての詳細な情報は得られていない。また、中国及び中国国外における家族内感染

事例 8)も報告されている。 

 

２月４日現在、日本国内では 16例の患者及び４例の無症状病原体保有者が確認されている９)。 

 

◼ 国内対応 

２月１日に新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感

染症」に指定されたことにより、疑似症患者や確定患者に対する入院措置やそれに伴う医療費の

公費負担、検疫における診察・検査等の実施が可能となった。 



 症例探知の仕組み：国内における新型コロナウイルス感染症に関し、感染症法に基づく「指定感

染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令が公布され、２月 1 日から施行された。その届

出 基 準 に 従 い 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 症 例 を 探 知 す る こ と に な る

（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592718.pdf）。1月 31 日まで運用されていた疑

似症サーベイランス（感染症法第 14条第 1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症）との違い

及び関連は以下の点である。 

· 中国国内では武漢市以外においても新型コロナウイルス感染症の報告例が増加している。そ

のため、指定感染症の届出基準では「武漢市への渡航歴」から「流行地*への渡航歴」とし中

国国内外の発生状況に応じて対応可能とした(*2月 6日時点では中国湖北省)。 

· 軽症例によって流行地から国内に新型コロナウイルスが持ち込まれる可能性を考慮し、軽症

例との接触歴も想定した要件となった。 

· 疑似症サーベイランス（感染症法第 14 条第 1 項に規定する厚生労働省令で定める疑似症）の

報告対象に相当するもので、新型コロナウイルス感染症の鑑別が必要なもの、も指定感染症

に含めた。新型コロナウイルス感染症の鑑別が必要と考えられた重症感染症患者であれば渡

航歴に関わらず新型コロナウイルス感染症疑似症患者としての届出が可能となった。 

 

 新型コロナウイルス感染症症例の積極的症例探索については「新型コロナウイルス（Novel 

Coronavirus：nCoV）感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（暫定版）」及び「調査票」を

整備した。nCoV感染症が疑われる患者対応の流れについては下図を参照。 

 

 検査体制：当初、中国から開示されたゲノム情報に基づき、感染研においてコンベンショナル PCR

検査を実施する準備を整え、検査に対応した。また、地方衛生研究所において、コンベンショナ

ル PCR 検査が可能となるよう、1 月 23 日に国立感染症研究所から試薬が配布された。1 月 24 日

に、国立感染症研究所にて開発を進めていたリアルタイム PCR法による検査系が完成し、所内で

実施する検査はリアルタイム PCR法に変更された。また、それに合わせて 1 月 30〜31日に地方

衛生研究所、検疫所へリアルタイム PCR 用の試薬が配布された。行政検査を実施する場合の検体

採取と輸送の手引きは 1 月 21 日に国立感染症研究所のウエブサイト上で公開された。検体採取

と輸送の手引きは適宜アップデートされる（最新 2 月 6日更新）。 

 

 医療体制：「帰国者・接触者外来」を設置することで、新型コロナウイルス感染症の疑い例が確実

に診療体制等の整った医療機関を受診することを可能にするよう、厚労省から自治体へ通知が発

出された（健発 0131 第 11 号,令和 2年 1月 31日）。 

·  

 新型コロナウイルス感染症患者に対する感染対策：「新型コロナウイルス感染症に対する感染対

策」、日本環境感染学会の新型コロナウイルス感染症対応 10)を参考。 

 

 新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)や無症状病原体保有者への対応：「感染症の予防及び

患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限取扱

いについて」（健感発0203第３号,令和2年２月3日）を参照。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592718.pdf


 

 退院基準：「感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染

症患者の退院及び就業制限取扱いについて」（健感発 0203 第３号,令和 2年２月 3 日）を参照。 

 

図 nCoV 感染症患者の対応の流れ 

（ア）〜（エ）の具体は https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592718.pdf より参照。 

 

 

 

 厚生労働省からの自治体・医療機関向け情報は以下にまとめられているので参考にされたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

◼ 今後必要な対応 

今後の疫学情報についての新たな知見に応じ、この文書内容も適宜更新していく。 

 

 検査体制：今後、地方衛生研究所における検査件数が増えることが予想される。地方衛生研究所

における検査精度の確保が重要である。また、現在は検査に適した検体についての情報が乏しい

が、検査検体の取り扱いが変更される等の状況に応じて、「2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染

を疑う患者の 検体採取・輸送マニュアル」を更新する予定である。また、今後、民間検査会社で

も検査が実施できるような体制の構築が進められていく予定である。 

 

 疫学的関連のない確定患者や市中の集団発生への対応：軽症例による新型コロナウイルスの国内

への持ち込みにより、指定感染症の症例定義要件を満たさない確定患者や、これらによる集団発

生が起こることも想定し、その対応について自治体毎に検討しておく必要がある。 

 

 医療機関における集団発生への対応：探知できていない新型コロナウイルス感染症を発端に、同

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000592718.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


感染症が医療機関内で集団発生することも想定されることから、その対応について自治体毎に検

討しておく必要がある。 

 

 感染管理：院内感染についての新たな知見に応じ、必要な文書を作成する。 

 

 新型コロナウイルス感染症（重症患者）の治療指針：特異的な治療に関する知見に乏しいことか

ら、諸外国における治療に関する情報の収集と共に、国内でも知見を蓄積し、感染症専門医、集

中治療医等の適切なメンバーで治療指針を作成する必要がある。 
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